
I．は じ め に

　国際連合食糧農業機関（2002）によると，2000

年の世界の森林面積は38億7,000万haであり，世

界の陸地の約 30％が森林に覆われている。このう

ち95％が天然林で，5％が人工林である。1990年

代の天然林の減少（人工林への転換を含む）は，

年に 1,610万 haであり，このうち 1,520万 haが

熱帯林からの減少であった。このように，熱帯林

からの天然林の減少が高いレベルで続いているこ

とに注意が必要である。なお，1990年代の森林面

積の減少が最も大きかった国はブラジルであり，

次いでインドネシアであった。世界の森林消失は，

人口増加や貧困といった社会問題と深く関わって

おり，これを止めるための特効薬は存在しないの

が現実である。

　筆者は，これまで世界各国の森林を訪れる機会

を得たが，あるとき「森林を守るためには，保護
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するよりも利用した方がよいのではないか」とい

う逆説的な仮説を持つようになった。理論的には，

森林を柵で囲って「何人たりとも中へ入ることは

許さない」とする仕組みが森林の保護には最も有

効なはずであるが，理論と現実の間には何かしら

ギャップが存在するのが世の常である。本論では，

この仮説をインドネシアおよびイランの事例から

検証することにしたい。

II．インドネシアの森林

　インドネシアは，日本の約 5倍の国土に人口 2

億人を抱える東南アジアの大国である。約 17,000

の島々からなる島嶼国家であるとされるが，島の

数は文献による違いが大きく，本当のところいく

つあるのかわからないのではないかとすら思えて

くる。この広大な国は地理的に，スマトラ，ジャ

ワ，カリマンタンを中心とする「大スンダ列島」，

ジャワの東に位置する「ヌサ・トゥンガラ」，スラ

ウェシの東に位置する「マルク」，そしてニューギ

ニア島の西半分である「イリアン・ジャヤ」の四

地域に区分される（永田ほか , 1994）。また，人間

と自然環境との相互関係から，水田が卓越する

ジャワ島を主体とする地域を「内インドネシア」，

土壌がやせて焼畑が卓越する地域を「外インドネ

シア」と呼ぶ（永田ほか , 1994）。インドネシアの

森林率は 58.0％（国際連合食糧農業機関 , 2002）

とされるが，インドネシア政府の公表する統計値

の信頼性は高くないと言われており，過去 10回

にわたるインドネシア訪問の経験からは，それほ

どたくさん残っているようには思われない。

　1）スマトラ島ジャンビ

　2001年11月の訪問時には，スマトラ島ジャンビ

周辺の道路沿いの森林はいたるところで油椰子や

ゴムの大規模なプランテーション（図 1）に転換

され，そうでないところにも焼畑が点在していた。

大規模プランテーションの開発は森林消失の大き

な原因の一つであり，開発のための火入れが森林

火災の原因となることから，これがまた更なる森

林消失を引き起こしている。インドネシアで大規

模な森林火災が発生した 1997年および 1998年に

おけるスマトラ島での森林焼失面積は約 200万ha

と推定されている（Tacconi, 2003）。焼畑も森林

消失の原因とされているが，「焼畑＝森林消失」と

いう単純化された図式は必ずしも正しいとは言え

ない。焼畑は森林を切り払った後，樹木や草を燃

やしてから作物を作る農業の形態であるが，時間

がたてば放棄された畑の跡地にも雑草とともに樹

木が育ってくる。つまり，このような伝統的焼畑

農業は一種の循環型生産システムなのである。し

かし，急激に人口が増加するインドネシアにおい

ては，森林に流入した多くの人々が焼畑を営むこ

とによって自然の回復力を越えた圧力が森林にか

かっている。焼畑が原因となって発生する森林火

災も，時に大面積の森林を焼き尽くしてしまうこ

とがある。インドネシアの現状を見る限り，焼畑

が森林消失の原因となっていることは疑いないと

言えるだろう。

　アジア通貨危機によってインドネシア経済は大

打撃を受け，30年という長きにわたって続いたス

ハルト独裁政権が 1998年に崩壊した。インドネシ

アの独裁政権の崩壊は，インドネシアの民主化を

促す一方で，その森林にも多大な影響を与えたよ

うである。民衆を力で制圧したスハルト政権が

去った後，民主化や地方分権への急激な変化の間

で，インドネシアの森林では違法伐採が急激に増

加している。スハルト政権下において，森林伐採
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図 1　スマトラ島の油椰子のプランテーション．

Fig. 1　Oil palm plantation in Sumatra Island.



権を得ていた林業会社は，曲がりなりにも森林を

管理し計画的に木材を生産する仕組みを維持して

いた。しかし，スハルト政権が去ったスマトラ島

では抑圧から解放された住民が森林の所有権を主

張し始め，武装集団による違法伐採も激しくなっ

ている。ジャンビにはボゴール農科大学の演習林

もあったが，武装集団による違法伐採が激しくな

り演習林はついに閉鎖となったそうである。警察，

役人，政治家の中には違法伐採を黙認するだけで

なく，賄賂を受けるものもおり，違法伐採の取り

締まりは機能していない。違法伐採の材木はシン

ジケートを通じてマレーシアなどへ輸出される。

そこで，正しい手続きを経た木材とすり替えられ

て，日本へも輸出されていると言われている。こ

れは一種の「木材ロンダリング」である。近年，

適切な森林管理が行われていると認証された森林

から出された木材・木材製品に FSC（森林管理協

議会）のロゴマークが付けられるといった森林認

証制度が注目されているが，このような仕組みが

東南アジアにおいて機能するかどうかは疑わしい

ように思う。

　2）ジャワ島グヌン・ハリムン

　ジャワ島のグヌン・ハリムン地区は 1992年に

国立公園に指定された。グヌン・ハリムン国立公

園のマネージャによれば，国立公園への指定に

よって地域住民の利用を閉め出したという経緯も

あり，地域住民と良好な関係を築くことが重要に

なっているとのことであった。しかし，現在のと

ころ地域住民の雇用はわずかしか行われておらず，

ここでも違法伐採が大きな問題となっている。国

立公園と言えば聞こえはよいが，アクセス道路の

状態が非常に悪いこともあり，この国立公園の利

用者は多くはない。道路を整備すれば違法伐採が

増加するからしない方がよいとのことであったが，

道路を整備してもしなくても違法伐採は続くであ

ろう。

　この国立公園に対しては，JICAのプロジェク

ト「インドネシア生物多様性保全計画」が実施さ

れており，管理事務所やリサーチステーションな

どの施設が建設されている。しかし，日本型公共

事業の延長のような施設整備と生物・生態研究者

のアカデミックな興味を満たすための生物・生態

調査では，インドネシアの森林の消失や劣化を防

ぐことはできない。それらが貧困や人口増加と

いった社会問題によって引き起こされていること

を考えれば，インドネシア社会の内側から問題解

決を図る必要がある。

　マネージャによれば，この国立公園は維持管理

に必要な予算も全く不足しているそうである。そ

れならば，違法伐採の防止と収入確保のために，

この国立公園に必要なものはエコツーリズムであ

ろう。エコツーリズムには様々な定義があるが，

ビートン（2002）による定義は以下の通りである。

  （i）自然に基づいた活動である。

  （ii）教育的・解説的な要素を含んだ活動である。

（iii）持続可能な方法で管理・運営される必要があ

る。

ここでの「持続可能な方法で管理・運営」とは自

然環境のことだけを意味するのではない。地域社

会に対する何らかの恩恵を生み出すこと，そして

地域住民が文化的にも財政的にも，より良く生き

られるように支えることがエコツーリズムの重要

な考え方であるとされている。エコツーリズムの

理想は，ガイドや物品販売によって地域住民が現

金収入を得る一方で，そのような現金収入をもた

らしてくれる自然環境の保全に積極的に取り組む

という仕組みにある。グヌン・ハリムン国立公園

の地域住民に対して行ったアンケート調査

（Harada, 2003）によれば，ほとんどの回答者が

エコツーリズムは彼らのコミュニティに多大な利

益をもたらすと肯定的に考えていた。グヌン・ハ

リムン国立公園にはエコツーリズムの実施計画も

存在するが，現在の利用者数は地域住民が生計 

を立てるにはあまりに少なすぎる（Nakashima, 

2001）とのことである。この原因として，まずア

クセス道路の整備がなされていないことがあげら

れる。ジャカルタやボゴールといった大都市から

数十 kmという好立地にありながら，国立公園に

近づくと未舗装の悪路が続いている。一般の乗用

車が走るには困難である上，走行時間も舗装道路

の数倍長くなる。次の問題は，国立公園の知名度

の低さであろう。国立公園の存在をジャカルタや
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ボゴールの都市住民にアピールするとともに，シ

ンガポールなど国外からも観光客を集める努力を

すべきである。さらに，地域住民と利益を共有す

るためにも，国立公園のスタッフとして彼らを雇

用することが重要であり，国立公園の運営に関わ

る意思決定にも彼らが関与できる仕組みを構築し

なければならない。

　3）ジャワ島グヌン・ワラッ

　2001年11月と2003年3月に訪問したボゴール

農科大学グヌン・ワラッ演習林には 1960年に植林

されたアガチス（Agathis lorantifolia）の人工林

がある。この演習林が抱える最大の問題はやはり

地域住民による違法伐採であった。違法伐採を防

ぐために演習林が採った対策は，アガチスの樹脂

採集（図 2）から得られる利益を地域住民と配分

することである。演習林は事前登録された地域住

民にアガチスの樹脂採集を許可するとともに，樹

脂 1　kgあたり 600ルピア（約 8円）で買い取ると

いう協定を結んだ。買い取った樹脂を1　kgあたり

2,500ルピア（約 35円）で市場に販売することに

より，演習林側も収入を得ることができる仕組み

である（吉村 , 2003）。

　もう一つの対策がアグロフォレストリーである。

アグロフォレストリーとは，同一の土地で林業と

農業，あるいは畜産業・水産業を，同時に（ある

いは交代で）営み，土地面積あたりの総生産量を

増加させる持続的土地利用システムである（渡辺

ほか , 1996）。焼畑と違って森林を維持しながら生

活に必要な食料を調達できるという一石二鳥の仕

組みであるとも言える。森林からの木材の収穫で

はなく，木材以外の産物の生産を主目的としてい

るため森林への影響が小さいことも利点である。

この演習林では，契約に基づいて地域住民が行う

アグロフォレストリーを認めている。アガチスの

樹冠の下で地域住民が栽培している作物は，

キャッサバ，バナナ，コーヒー，カルダモンなど

多様である。樹脂採集とアグロフォレストリーに

よって，地域住民と共同で森林を利用する仕組み

を確立した演習林では，違法伐採の著しい減少が

認められたそうである。残念ながら違法伐採はゼ

ロにはなっていないそうであるが，今ではチェー

ンソーの音が聞こえようものなら何事が起こった

のかと地域住民が集まってくる。これでは，少な

くとも白昼堂々の違法伐採は不可能である。この

ような状況に配慮して，管理者である演習林側も

樹木の伐採は中止しているそうである。

III．イランの森林

　イランの面積は 162万 km2で日本の約 4倍，人

口は 6,680万人で日本の約半分である。インドネ

シアを東南アジアの大国とすれば，イランもまた

トルコ・エジプトと並ぶ中東の大国と言えるだろ

う。イランの森林率はわずか 4.5％（国際連合食

糧農業機関 , 2002）であるが，森林率を 10％にす

るという目標が掲げられている。イランの森林は，

その多くがカスピ海沿岸のマザンダラン州に分布

している。イランには日本と同じような明確な四

季があるため，このあたりでは春夏秋冬と姿を変

える豊かな森林景観を目にすることができる。テ

ヘラン北部のアルボルズ山脈には 4,000　m級の

山々が連なっており，冬には多くの雪に覆われス

キーを楽しむこともできる。イランの森林管理に

関する現地調査は，マザンダラン州を中心に 2003

年 2月 19日～ 3月 5日に実施した。

　1）林業会社

　最初に訪問したのが，Farimという国営の林業

会社である。Farim社は 1965年に国際連合食糧

農業機関との協力によって設立された。この会社
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図 2　アガチスの樹脂採集．

Fig. 2　Collection of Agathis resin.



が最初に採った施策は，天然更新を阻害している

家畜を森林から追放し，それに伴い生活手段を

失った住民の 80％を雇用するといった荒療治で

ある。現在，Farim社は 50,000　haの森林を管理

しており，そのうち 30％以上が保護林である。樹

種の 50％以上がブナ（Fagus orientalis）で，他

はカエデ，ナラ，シデ，ハンノキなどである。管

理・林業・製材の 3部門で，正社員 700人，臨時

社員 1,000人を雇用し，独立採算で運営を行って

いる。同社の中には，学校などの公共施設もあり，

地域住民は何らかの形で同社と関わりながら生活

している。木材生産は択伐システムによって行わ

れており，スキッダーというウインチを搭載した

林業機械やミュールという雄ロバと雌ウマを交配

して作った動物によって，材木が山から土場まで

運び出される。同社の製材工場で生産された製品

の一部はドイツなどへ輸出されるそうである。ま

た，同社の森林内にはキャンプなどができる施設

も備えられており，夏季の休日には多くの地域住

民がレクリエーションに訪れるそうである。

Farim社では持続的な森林管理計画に基づいて木

材生産が行われているが，独立採算で大勢の社員

を養わなければならない事情もあり，やや過伐傾

向にあるのではないかというのが率直な印象で

あった。森林を過剰に伐採しすぎてしまった同国

のある林業事業体では，マスの養殖事業を始める

ことによって，木材に代わる新たな収益源を作り

出している。現在では，この新事業の方が林業よ

りも高い収益をあげており，従業員を解雇するこ

となく過伐の抑制に成功したそうである。同様の

問題を抱える Farim社も，事業の多角化を推進す

ることによって，社員を解雇することなく伐採量

を減らせる可能性がある。

　2）大学演習林

　カスピ海沿岸のヒルカニアン山脈にテヘラン大

学演習林がある。ここでは，森林の伐採や林道建

設などの計画はすべてテヘラン大学のスタッフに

よって行われており，科学的な方法に基づいた森

林管理が行われている。この地域では林道建設に

よる土砂崩れが大きな問題となっていると聞いて

いたが，幅員 3　m程度の小規模林道を地形に合わ

せて絶妙に配置しているため，林道の法面が崩壊

したような様子はどこにも見られなかった。演習

林の中には地域住民が自由に立ち入ることが許さ

れており，蒔き集めや放牧による利用が行われて

いる。しかし，ここでも家畜の放牧（図 3）が天

然更新を阻害すると問題になっていた。演習林側

はFarim社のように家畜を追放することを検討し

ているが，それによって生活手段を失う人のこと

も考えなければならないので簡単に解決できる問

題ではない。一部に有刺鉄線を張って牛などが入

れないような対策を取っているが，コストや手間

が掛かり困っているということであった。日本で

利用されている太陽電池を使った電気牧柵

（Yoshimura et al., 2002）が有効ではないかと考

えており，いずれ応用実験を行いたいと考えてい

る。

　イランの森林はおおむね良好に管理されていた

が，それは国，林業会社，大学といった森林管理

者が地域住民を閉め出すことなく，森林から得ら

れる利益を森林管理者と地域住民が共有する仕組

みを築いているからであると言えるだろう。過伐

や家畜の放牧といったいくつかの解決すべき問題

は残されているが，それらは事業の多角化や新技

術の導入で解決できると考えている。
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図 3　テヘラン大学演習林における牛の林内放牧．

Fig. 3　Cattle grazing in the Tehran University 
Forest.



IV．結　　論

　スマトラ島ジャンビの事例から，林業会社や政

府といった管理者だけが森林から利益を得る仕組

みは機能しないことがわかった。一方，ジャワ島

グヌン・ワラッの事例では，樹脂採集とアグロフォ

レストリーを地域住民に認めることによって，違

法伐採が著しく減少した。ジャワ島グヌン・ハリ

ムンでは，国立公園から地域住民の利用を閉め出

したにもかかわらず違法伐採が継続している。保

護地域の設定は，永年にわたって森林に依存して

きた地域住民から，生活資源を獲得する権利だけ

でなく，水田や焼畑として利用してきた土地を奪

い，地域住民を住み慣れた土地から排除してしま

うという社会問題を生み出しつつある（原田 , 2001）。

グヌン・ハリムン国立公園には，エコツーリズム

によって国立公園と地域住民の双方が観光客から

十分な現金収入が得られるような仕組みが必要で

ある。イランにおいても，生活に必要不可欠な恩

恵を与えてくれる森林を，地域住民が持続的に利

用しながらも，荒廃から守っている様子がうかが

えた。これらの事例からわかることは，森林から

得られる利益が管理者と地域住民の双方に還元さ

れる仕組みがうまく機能している場合には森林が

守られているということである。経済的に豊かで，

人々が日々の生活に窮していない先進国では，「保

護林の伐採は違法」という規則があれば，それだ

けで森林は十分に守られるかもしれない。しかし，

経済的に貧しい人々を抱える発展途上国では，物

理的な柵（頑丈なフェンス）も理論的な柵（法律

や規則）もいとも簡単に乗り越えられてしまう。

人々は違法ということは認識しながらも，必要に

迫られて森林に入っていくのである（原田，2001）。

結論として，「森林を守るためには，保護するより

も利用した方がよい」という仮説は成立するもの

と考えている。

　ただし，このような考え方は世界中の森林に対

して普遍的に通用するものではないことを付け加

えておきたい。これについて，最も身近な日本の

森林を例に検討する。日本の森林は，木材価格の

低迷，林業労働者の高齢化，高い生産コストなど

の要因を背景に，国土の 64％が森林で覆われなが

ら，人工林が手入れされず放置されるという世界

でも例を見ない問題を抱えている。つまり，人工

林に関しては採算が合わないので利用したくても

できないというのが現状である。このように人工

林の維持管理とその費用負担が問題となっている

が，「森林環境税」を導入することにより問題解決

を図ろうとする高知県のような自治体もある。一

方で，原生的な景観を呈する美しい山々は，多く

の人々の関心を集め，休日ともなると心のやすら

ぎを求めて大勢の観光客が訪れている。しかし，

国立公園の屋久島などでは，観光客の著しい増加

に伴って，ゴミ，踏み荒らし，トイレ，水質汚染

の問題が生じており，森林のオーバーユース（過

剰利用）と呼ばれている。近年，家電リサイクル

法の施行で山に捨てられる家電製品が増えている

（日本勤労者山岳連盟 , 2002）という報告もあり，

回収困難な大型ゴミの投棄が新たな問題となって

いる。日本のような先進工業国では，生活の糧と

しての森林の役割はもはや重要ではなく，地域住

民が森林から木材，燃料，食糧を得なければなら

ない必然性もあまりない。「森林を守るためには，

保護するよりも利用した方がよい」という仮説の

成立には，「森林が生活の糧である」という社会状

況が前提条件となる。

　森を離れた先進工業国の都会人が再び自然を求

めて森に押し寄せる姿はどこか矛盾に満ちている。

バイオマス資源の生産や環境教育実践の場として，

再び「森林を利用することにより森林を守る」こ

とが，日本にも必要になっていると言えるだろう。
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